
赤い羽根共同募金
ご協力よろしくお願いいたします。

今年も10月1日から12月31日まで全国一斉に赤い羽根共同募金が実施されます。共同募金

運動は、自治会、赤十字奉仕団、民生委員・児童委員をはじめとする各種団体の方や、学生、市民

の皆様による多方面のボランティア活動によって支えられています。皆様からの募金は、「誰もが

住み慣れたまちでいつまでも心豊かに」暮らしていける社会を目指す様々な取り組みに使わせて

いただいています。市民の皆様には、本年もこの運動の趣旨にご賛同いただき、ご協力くださいま

すようお願い申しあげます。

平成27年9月 社会福祉法人静岡県共同募金会会　長櫻井　透

沼津市共同募金委員会委員長佐野謹爾

平成27年度沼津市の募金目標額　25，047，000円 � 
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「ボランティアクループへの活動助成」

「各種団体への活動費助成」



平成26年度

皆様からの寄付金を活用させていただきました。
ご協力ありがとうございました。

棚
お店や会社などに、募金箱を置いていただき、みなさまからの寄付金を受け付

けていただくものです。年間通して置いて下さる方や、イベント等の開催期間中
に置いて下さる方を募集しています。
※募金箱は無料でご提供いたします。

憂ち軌と岩畳ん
啓中央共同■金会

税制の優遇措置があります。
●法人としてご寄附をいただく場合は、全額損金に加算されます。

●個人としてご寄附をいただく場合は、次のとおり控除が認められています。

所得税：所得控除か税額控除が選べます
＜所得控除＞税甑＝（所得金額一所得控除額）×税率

所得控除額＝寄附金額（年間所得の40％を限度とする額）－2千円

＜税額控除＞税額控除額＝（税額控除対象寄附金額－2千円）×40％

＜個人住民税＞税額控除額＝（寄附金銀（年間所得の30％を限度とする額）－2千円）×10％

※この扱いは、確定申告書に記載すれば受ける事ができます。（但し、共同募金の領収書漆付が必要）

沼津市共同募金委員会（沼津市社会福祉協議会内）
［事務局］〒410－0032沼津市日の出町ト15サンウェルぬまづ内

電話055－922－1500　FAX055－922－1502


